


<不登校を理由とした休業制度を導入している企業の例>
【共同印刷株式会社】（東京都・製造業）

共同印刷株式会社では、2023年１月より「ライフサポート休業制度」を導入しています。

この制度では、子どもの不登校や不妊治療を理由とした休業を最長２年間、短時間勤務は最長３年間

まで利用することを可能にするものです。

柔軟な働き方を可能にする仕組みとして、時差出勤やテレワークといった既存の制度に加え、それで

は対応しきれない状況に直面した場合の「セーフティネット」として活用を促しています。

こうした取組を通じて、様々な事情を抱えて働く社員同士、互いに支え合おうというメッセージを発信す

ることにもつながると考えています。
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